
処分庁  大 阪 府

 処 分 等 の 理 由

 令和２年１月30日に締結された、法人を売主とし、個人を買主とする、大阪市住吉区に所在する
土地建物の売買契約に係る媒介業務において、被処分者には次のとおり法に違反する事実が
あった。

 １ 被処分者は、媒介契約締結時に、買主（依頼主）に対し、法第34条の２に規定する書面（媒
  介契約書） を交付しなかった。
 このことは、法第34条の２第１項の規定に違反する。

 ２ 法第35条第１項に規定する書面（重要事項説明書）において、
  ⑴ 被処分者は、売買対象の建物が、建築基準法第52条に規定する
   容積率の基準を超過している旨を記載しなかった。
  ⑵ 被処分者は、売買対象の建物が、建築基準法第53条に規定する建蔽率の基準を超過して
   いる旨を記載しなかった。
 これらのことは、法第35条第１項第２号の規定に違反する。

 ３ 被処分者は、不動産売買契約締結前に媒介報酬を受領した。
 このことは、業務に関し取引の公正を害する行為として、法第65条第１項第２号に該当する。
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